
 

平成２５年７月５日 

総務省自治財政局公営企業課 

地方公営企業の現状について 

資料４ 



 

□ 公営企業の抜本改革 
（平成21～25年度） 
 

→経営計画の策定 

 

 

□ 地方公営企業会計基準 
  の見直し 

（平成26年度予算・決算から） 
 

→損益の認識、資産・負債の把握等
が正確に出来るようになる。 

 

□ 公営企業の抜本改革 
（平成21～25年度） 
 

→「公営企業の経営に当たって   
 の留意事項について」 
（平成21年7月8日付通知） 

 

→第三セクター等改革推進債 
（平成21年度～平成25年度） 

 
 

  経営のあり方について、 
 引き続き不断の見直しを
行うべき。 

総務省による地方公営企業の改革に向けた取組み 

経営手法の検討 経営状況の把握 経営戦略の構築 

○公営企業は住民生活に身近な社会資本を整備し、サービスを提供する役割を果たしており、
将来にわたりその本来の目的である公共の福祉を増進していくためには、経営環境の変化に
適切に対応し、そのあり方を絶えず見直していくことが不可欠。 

  

□ 地方公営企業法の適用 
  範囲の拡大 

（総務省研究会で検討中） 
 

→現在地方公営企業法が非適用と
なっている公営企業にも法を適用す
ることを検討。 

 

 

□ 経営戦略構築支援 
（検討中） 
 

→財務の健全性とインフラ更新の両立等
のために、各企業における経営戦略の
構築を支援。 

 

□ 資本制度の見直し 
（平成24年4月から） 
 

→経営の自由度を高め、議会・住民に
よるガバナンスを強化。 

 

＜公営企業を取り巻く環境＞ 
□人口減少 □インフラ強靱化、大量更新期の到来 □財政健全化法の施行 □地方分権改革 
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公営企業の経営改革について 

○ 公営企業の抜本改革の検討 

• 各地方公共団体においては、各公営企業の事業の特性を勘案しつつ、その経営の実態を的確に把握し、抜本的改革の推進を平成25年度までの間に集中
的に行うことが望まれる。 

• 公営企業の抜本改革の検討に当たっては、まず、現在公営企業が行っている事業そのものの意義、供給しているサービス自体の必要性について検討する
必要があり、意義、必要性がないと判断された場合には、速やかに、廃止等を行うべきである。また、事業の継続、サービスの供給自体が必要であると判断さ
れた場合であっても、採算性の判断を行い、完全民営化・民間への事業譲渡等について検討する必要がある。 

• 更に、事業手法の選択について十分検討を行い、地方独立行政法人制度、指定管理者制度、ＰＦＩ事業、民間委託等の事業手法の導入について、総合的
に比較検討を行い、費用対効果が最大となる事業手法を選択すべきである。 

• また、「新地方公会計モデル」による公営企業会計も連結対象とした連結財務書類の整備が鋭意進められていること等も踏まえ、特段の事情がある場合を除
いて、地方公営企業法の全部又は一部を積極的に適用する必要がある。 

 

○ 第三セクター等改革推進債の活用の検討 

• 第三セクター等改革推進債は、公営企業債の繰上償還等公営企業の廃止を行う場合に必要となる経費を対象とすることができるものであり、その活用も念
頭において、抜本改革の具体案を検討されたい。 

公営企業の抜本改革及び三セク債の活用の検討 

引き続き公営企業形態で事業を行う場合には、より一層計画性・透明性の高い企業経営を推進するために、特別会計を単位として、「経営計画」の策定を行う
ことが望ましい。 

一 「経営計画」の策定 

 ・ 計画の策定に当たっては、下記の項目について所要の検討を行った上、記載することが適当である。 

 

 

二 「経営計画」を活用した業績評価等 

公営企業の計画的経営の推進に関する事項 

「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成２１年７月８日付け総財公第１０３号等通知）より抜粋 

・ 投資に関する事項   ・ 料金その他の収入に関する事項   ・ 一般会計からの繰出金に関する事項 
・ 経営基盤の強化に関する事項 （①組織の活性化と人材の育成、②企業環境の整備、③資産の有効活用等） 
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事業廃止 
（平成16年度(※)からの実施数） 

民営化・民間譲渡 
（平成16年度(※)からの実施数） 

指定管理者制度 
（導入数） 

PFI 
（導入数） 

公営企業型地方独立行
政法人（導入数） 

２８０事業 
（１５２事業） 

２３３事業 
（７９事業） 

７０７事業 
（１０３事業） 

５３事業 
（９事業） 

３５法人 
（２４事業） 

県・政令市等 市町村等 県・政令市等 市町村等 県・政令市等 市町村等 県・政令市等 市町村等 県・政令市等 市町村等 

２７ 
（１１） 

２５３ 
（１４１） 

３７ 
（１５） 

１９６ 
（６４） 

１１０ 
（１３） 

５９７ 
（９０） 

２８ 
（４） 

２５ 
（５） 

２１ 
（１２） 

１４ 
（１２） 

宅地造成    ７６（５０） 
観光施設その他 
        ４９（２２） 
介護        ４０（１８） 
病院        ３９（１６） 
簡易水道    ２４（１４）  
 

介護       １１７（４１） 
病院     ２８（１１） 
交通      ２３  （６） 
観光施設その他 
                             ２２ （５） 
市場        ７ （４） 
電気        ７ （３） 
     

介護    １９９（２４） 
観光施設その他 
        １５４（２７） 
駐車場  １４８（１６） 
病院      ７０（１１） 
港湾整備   ３２  （８） 
下水道   ３１   （３） 
市場      ３０（１０） 
と畜場     ２２   （２） 
簡易水道          ７   （１） 
宅地造成     ７   （０） 

下水道     ２０（４） 
病院      １３（２） 
水道                      ９ （２） 
観光施設その他   
            ４ （１） 

病院        ３５（２４） 

＜参考＞公営企業における三セク債の活用状況（件数：H21年度～H24年度） 

病院 
土地関係 交通その他 合計 

地方独法化 広域連合化 廃止 小計 

８ ４ ３ １５ １１ ３ ２９ 

（※）平成16年度から調査開始（「地方公営企業の経営の総点検について」（平成16年４月13日付け総務省自治財政局公営企業課長通知）に基づくもの） 
（※）（）内の数値は、平成21年4月2日から平成24年4月1日の実績で内数。 

地方公営企業の抜本的改革等の取組状況（平成24年４月１日現在） 
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民営化・民間譲渡 
 

指定管理者制度 PFI 公営企業型地方独立行政法人 

（メリット）       

 民間の経営ノウハウの活用
によって、サービス水準の向
上、一層の効率的な運営が
期待できる。 

 施設売却による収入増及び 
維持管理経費の節減につな
がる。 

（メリット）   

 事業の財務状況が改善すると
ともに、民間的な経営手法の
導入により利用者が増加した。 
 

 効果的･効率的な事業運営や
サービスの向上により、利用
人員と収益を大幅に増やすこ
とができた。 

 柔軟な組織管理等により、管
理費用を抑制することができ
た。 

 一般会計からの操出金の額を
減らすことができた。 

 コスト削減や利用者等のニー
ズに合わせた柔軟な施設運営
が可能になった。 
 

（デメリット） 

 施設の大規模修繕等に当たっ
て、委託者と受託者の負担の
考え方が不明確となっている。 

 市が現場で直接業務を行わな
いことから、現場が見えにくくな
る及び緊急な案件等の指示が
遅れる場合がある。 

（メリット） 

 施設設備から維持管理まで専門的知
識を有する民間企業が事業を実施する
ことで、コストの縮減等に資することが
できる。 

 民間事業者の創意工夫により、施設設
備がより簡易かつスピーディーに実施さ
れ、住民に対する サービス内容が向
上した。 

 建設から維持管理までが一括契約とな
ることで、民間事業者側にとっては安定
的に業務を確保でき、事業運営の工夫
をする余地がある。 

（メリット） 

 収支バランスの範囲内で医療
従事者等に係る柔軟な人事･給
与制度の導入が可能となった。 
 

 経営に関する権限が法人に委
譲され、現場実態に即した効率
的･効果的な経営が行われる。 

 

 職員定数の制約等が無く、必要
な人材の確保が迅速･的確に
行われる。 

   民間的経営手法の評価（平成24年度調査より） 
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